
２．町

（１）町

 

 

 

 

 

 

 

（２）町

 
 

１．町

（１）町

 

 

 

 

 

 
 
 
 
（２）町

 

・宮城

隈高

・貴重

文化

・人口

・農林

別就

産や

・「第

で元

進し
 

・町土

源で

の共

的な

を基

前 文
・この

き、

項を

的・

・策定

町総

・なお

ます

0.4%
1.5%
2.8%

平成 27 年

人口減

化の進

自然と

を重視

への要

豊かな

文化が

域資源

土地開

による

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町土利用の現

町土利用の現

町土利用の現

町土利用の基

町の概要 

町土利用の基

城県の最南端に

高地に囲まれた

重な植生群や奇

化遺産を有して

、世帯数とも

林業など、地域

就業者数・事業

や市町村民所得

第五次丸森町総

元気なまち・ま

しています。 

土は、現在及び

であるととも

共通の基盤であ

な生活環境の確

基本理念とし

 

 

 

 

文 
の計画は、国土

本町の区域

を定め、長期に

計画的な利用

定にあたっては

総合計画に即

お、本計画は社

す。 

11.5%

70.2%

2.1%

11.6%

丸森町土面積
27,330ha

年 4 月 1 日現在 

減少と少子高

進行 

との共生・循

視した町土利

要請の高まり

な自然や歴史

が育んできた地

源の活用 

開発行為の増

る安全性の確

現状と課題

現状    

現状から見た

基本理念 

基本理念 

に位置し、河

た盆地状の地

奇岩等があり

ています。 
もに減少し、少

域の特色を生

業所数は近年

得は維持・増

総合計画」で

まるもり」を

び将来におけ

に、生活及び

あることを考

確保と町土の

ます 

・遊休

ン・

して

が求

・農地

なっ

を踏

こと

・今後

ると

適切

めら

・関係

用が

土利用計画法

における国土

にわたって安

用を図るため

は、宮城県国

して策定した

社会経済情勢

農地

森林

原野

水面・河川

道路

宅地

その他

等 

高齢

循環

利用

り 

・

地

増加

確保 

 題

     

た課題 

河川流域に平坦

地域です。 
り、歴史的にも

少子高齢化が

生かした産業が

年減少してい

増加していま

では、「人と地

を将来像に掲

ける町民のた

び生産をはじ

考慮して、町

の均衡ある発

休農地等の利

・ツーリズム

て、今後も維

求められてい

地や里山、集落

っており、人口

踏まえた適正な

とが求められて

後も維持し、継

とともに、地域

切な土地利用を

られています。

係法令を遵守

が求められてい

法（昭和 49 年

土(以下「町土

安定した均衡

めの指針とな

国土利用計画

たものです。

勢の変化等に

・水路

・農地と

８割を

・平成

画基準

し、構

化はあ

     

坦地が開け、

も由緒ある多

が進行してい

が盛んです。

ますが、町内

ます。 
地域が輝き 

げ、各種施策

めの限られた

じめとする諸活

民の健康で文

発展を図ること

活用やグリー

の推進などを

持していくこ

ます。 

落の維持が困

口減少･少子高

な土地利用を

ています。 

継承するよう

域資源を生か

を目指すこと

。 

した適正な土

います。 

年法律第 92 号

土」という)の
衡ある土地利用

なるものです。

画（第五次）を

 
に対応し、必要

と森林が町土

を占めていま

17 年（第三次

準年次）と比

構成比に大き

ありません。

  

３

（

（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿武

多くの

ます。 
産業

内純生

豊か

策を推

た資

活動

文化

と

か

性

係

保

を

と

ー

を通

こと

困難に

高齢化

を図る

う努め

かした

とが求

土地利

号）第８条の

の利用に関し

用を確保し、

。 
を基本とし、

要に応じて見

ア

 

イ

 

ウ

 

エ

オ

 

カ

 

 

キ

 

 

土の約

ます。 
次計

比較

きな変

 

３．町土利用

（１）町土利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利用区

人口減少対

定住の促進等

住み続ける

た土地利用

自然・歴史

かな地域資源

性を生かした

土地開発行

係法令に基づ

保した土地利

将来的な自

を図ることに

とともに、環

の規定に基づ

して必要な事

町土の総合

第五次丸森

見直しを行い

ア 農地 
・担い手の

活用を推

う努めま

・農業生産

イ 森林 
・健全な森

を計画的

・総合的な

ウ 原野等 
・地域の自

適正な利

エ 水面・河

・町民の安

保全に配

オ 道路 
・計画的な

カ 宅地 
・良好な居

安全性の

ます。 
・工業用地

境の整備

キ その他 
・公用、公

用地の確

丸

用に関する

用の基本方針

分別の町土利

対策としての

等を図りなが

ことにより町

に努めます。

史・文化など

源を町の資産

た適切な土地

行為について

づく調整・指

利用となるよ

自然環境の享

により、自然

環境との共生

の確保に努め

推進し、良好

ます。 
産基盤の整備

森林の育成を

的に推進しま

な森林資源の

自然環境を形

利用を図りま

 河川・水路

安全性の確保

配慮した親水

な整備・維持

居住環境の形

の向上とゆと

地は周辺環境

備を推進しま

公共用施設は

確保を図りま

第五次丸森

丸森町国

る基本構想 
針     

利用の方向性

 

の地方創生の

がら、人口が

町土を維持す

 

 
の風土を保存

産として受け継

地利用に努めま

 
ては、関係機関

指導を行い、町

よう努めます。

 
享受に向けて、

然の持つ物質循

生に配慮した土

めるとともに、

好な農村環境を

備や、保全・管

を図るとともに

す。 
の活用を推進し

形成する機能に

す。 

保に努めるとと

水空間として活

持管理に努めま

形成と必要な用

りある快適な

境への影響に配

す。 

は、環境の保全

す。 

森町総合計画 

国土利用

     

性 

の取組を進める

が減少していく

するという視点

存することに

継ぐとともに

ます。 

関との連携に

町民の安全・

 

、自然の保全

循環機能等を

土地利用に努

国土利用計画（

宮城県国土利用計

、農村資源の

を未来に引き

管理を図りま

に、その管理

します。 

に十分配慮し

ともに、自然

活用します。

ます。 

用地の確保を

な環境の確保

配慮しつつ、

全に配慮して

丸森町国土利用計

各種土地利用

用計画

     

る中で、

く中でも

点に立っ

により、豊

に、その特

により、関

安心を確

全・再生等

を維持する

努めます。

（全国計画） 

計画（第五次） 

の保全と

き継ぐよ

ます。 

理・整備

しつつ、

然環境の

 

を図り、

保を図り

立地環

て必要な

計画—第四次

用関連計画 

４．町土

（１）町

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）地

 

画－第四

・ 目標

成 2
・ 平成

は 4
・ 町土

水面

とし

・ 町土

は、

種事

る調

面積

要な

な調

・ 町土

37 年

－１

なお

応じ

５．本計

ア 北

 ・本

能

・丸

し

施

ウ 南

・地

持

進

・農

生

よ

・土地利

・環境の

土の利用目

町土の利用目

地域別の概要

四次－

標年次は平成

27 年とします

成 37 年の人口

4,268 世帯にな

土の利用区分

面・河川・水路

します。 
土の利用区分ご

利用区分別の

事業などに伴

調査に基づき、

積見通しなど

な土地面積を

調整を行いなが

土利用に関する

年の利用区分

のとおりと

お、目標値は、

じて、弾力的

計画に掲げ

北部地域 
本町の商業、行

能を充実させ

丸森駅周辺の低

した魅力的な

施策を推進し

南部地域 
地域の大部分

持つ多面的機

進め、その保

農地は、その生

生かした作物

より、農地の

利用に関する法

の保全と快適性

目的に応じた

的に応じた

要 

概要

37 年とし、

す。 
口※1 は 13,02
なるものと想

は、農地、森

路、道路、宅

ごとの規模の

の町土の利用

う土地利用の

、将来人口及

をもとに、利

予測し、土地

がら定めるも

る基本構想に

分ごとの規模の

します。 
、今後の社会

に運用するも

げる事項を達

行政、生活等

ます。 
低・未利用地

住環境の整備

ます。 

を占める森林

能を維持する

全に努めます

生産性を維持

への転換や体

保全や遊休農

法律等の適切

性の確保  

エ 西

ウ 南

た区分ごと

区分ごとの規

要版 

基準年次は平

26 人、世帯数

想定します。

森林、原野等

宅地及びその他

の目標につい

用の現況と、

の変化に関す

及び土地需要

利用区分別に

地利用の総合

ものとします

に基づく、平

の目標は、表

会経済の動向

ものです。

達成するた

等の中心地域

地を活用し、

備と宅地造成

林は、水資源

るため、管理

す。 
持するととも

体験、観光的

農地等の解消

切な運用  ・

    ・

西部地域 

南部地域 

との規模の目

規模の目標 

平

数

 
等、

他

て

各

す

の

必

的

す。

成 
表

に

ために必要な

※1
平成

人と

世帯

その他

合計

宅地

原野等

水面・河川・水

道路

農地

森林

区分

としての都市

地域の資源を

成事業による定

の涵養など森

理・整備を計画

もに、地域の特

活用を図るこ

消に努めます。

地域整備施策

土地の有効利

目標及びそ

な措置の概

成 37 年の人口は

としています。

帯となっていま

3

19

3

27

水路

分

平成27

（基準

（ha）

市的機

を生か

定住

森林の

画的に

特性を

ことに

。 

策の推進  

利用の促進と

表—

イ 

 

エ 

その地域別の

概要 

は、丸森町まち

。平成 27 年の

ます。 

,130 2,956

,191 19,156

102 108

415 410

762 798

566 578

,164 3,324

,330 27,330

7年

準）

）

平成37年

（目標）

（ha）

      

と土地利用転

ア 北部地

イ 

 

１ 町土の利用

東部地域 
・整備された

約化により

します。 
・工業用地や

を図りなが

は良好な住

西部地域 
・土地条件を

に進めると

り、農地の

・道路や地域

と安全性の

の概要 

ち・ひと・しごと

の人口は国勢調

H27

（%）

H37

（%）

11.5 10.8

70.2 70.1

0.4 0.4

1.5 1.5

2.8 2.9

2.1 2.1

11.6 12.2

100.0 100.0

構成比

      

転換の適正化

地域 

東部地域 

用目的に応じた

た農地の流動

り効率的な農

や宅地の整備

がら適地を確

住環境形成に

を生かした特

とともに、体

の有効利用と

域の生活基盤

の確保に努め

と創生総合戦略

調査より 13,97

△ 174 △ 0.

△ 35 △ 0.

6 0.

△ 5 △ 0.

36 0.

12 0.

160 0.

0 0.

増減
(ha)

H27～H37

年率
(%)

H27～H3

 ・町土の

 ・町土に

た区分ごとの規

化を促進し、

地利用と生産

では、農林業

確保し、そのう

に配慮します。

産品生産など

験、観光的活

と遊休農地等の

の整備を推進

めます。 

略と整合を図り

72 人、世帯数

増減
(ha)

H17～H

.6 △ 5.6 △ 

.0 △ 0.2

.5 5.5

.1 △ 1.1 △

.5 4.7

.2 2.1

.5 5.1

.0 0.0 △

伸び率
(%)

H37/H27

＜参

7

の保全と安全性

に関する調査の

規模の目標 

、担い手への

産性向上を一

業的土地利用

うち住宅用地

。 

どとの複合農

活用への誘導

の解消に努め

進し、生活環

り、13,026 
は 4,547

減
)

H27

年率
(%)

H17～H27

230 △ 0.7

5 0.0

24 3.1

△ 8 △ 0.2

11 0.1

15 0.3

179 0.6

△ 4 △ 0.0

参考＞実績

性の確保 
の推進 

の集積・集

一層推進

用との調整

地について

農業をさら

導などによ

めます。 
環境の向上


